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就業サポートセンター（各振興局 商工労働観光課内）
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●若年者の確保・定着促進業務
・「企業アドバイザー」による
企業訪問、相談対応等

●若年無業者の受入促進業務
・「雇用促進サポーター」による
企業訪問、相談対応等

各振興局への北海道就業サポートセンターの設置（新規）

●企業からの人材確保・職場定着に関する相談に対応
●専門的知見を要する相談は専門家が対応
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【事業概要】
各振興局に就業サポートセンターを設置し、専門家と連携しながら企業における若年者の人材
確保・職場定着や若年無業者の理解・受入促進に向けた企業訪問、相談対応等を実施し、雇用
のミスマッチ解消を図る。


